
二
五
一

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
設
省
告
示

二
五
○

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
設
省
告
示

ィ
ン
グ
を
張
っ
た
場
合
又
は
モ
ル
タ
ル
若
し
く
は
し
っ
く
い
を
塗
っ
た
場
合
に
限
る
。）
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
は
）（
に
）（
ち
）

八

令
第
百
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
の
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
い
）（
ろ
）（
ち
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
構
造
（
ろ
）

ロ
　
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
（
け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
に
限
る
。）
の
両
面
に
厚
さ
が
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
強
化
セ
メ
ン

ト
板
（
ス
レ
ー
ト
波
板
及
び
ス
レ
ー
ト
ボ
ー
ド
に
限
る
。）
又
は
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
混
入
ケ
イ
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
を
張
っ
た
も
の
で
、
そ

の
厚
さ
の
合
計
が
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
ろ
）（
に
）

九

令
第
百
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
非
耐
力
壁
で
あ
る
外
壁
の
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
以
外
の
部
分
の
構
造
方
法

に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
ち
）

第
二

柱
の
構
造
方
法
は
、
次
に
定
め
る
も
の
（
第
二
号
ハ
、
第
三
号
ロ
並
び
に
第
四
号
ニ
及
び
ヘ
に
定
め
る
構
造
方
法
に
あ
っ
て
は
、
防
火
被
覆
の
取
合
い
等

の
部
分
を
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵
入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
も
の

に
限
る
。）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
か
ぶ
り
厚
さ
又
は
厚
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
モ
ル
タ
ル
、
プ
ラ
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
仕
上
材
料
の
厚
さ
を

含
む
も
の
と
す
る
。（
ほ
）（
へ
）（
ち
）

一
　
令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
三
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方
法
は
、

小
径
を
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

イ
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
鉄
骨
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ
が
六
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

ロ
　
鉄
骨
を
塗
厚
さ
が
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
軽
量
骨
材
を
用
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
鉄
網
モ
ル
タ
ル
、
厚
さ
が
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
（
軽
量
骨
材
を
用
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
又
は
厚
さ
が
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
れ

ん
が
若
し
く
は
石
で
覆
っ
た
も
の

二
　
令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
二
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方
法
は
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
ほ
）（
へ
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
構
造
（
ほ
）

ロ
　
小
径
を
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
か
つ
、
次
の
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

⑴

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
鉄
骨
に
対
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
か
ぶ
り
厚
さ
が
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

⑵

鉄
骨
を
塗
厚
さ
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
軽
量
骨
材
を
用
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
鉄
網
モ
ル
タ
ル
、
厚
さ
が
七
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
（
軽
量
骨
材
を
用
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
又
は
厚
さ
が
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
れ
ん
が
若
し
く
は
石
で
覆
っ
た
も
の

⑶

鉄
骨
を
塗
厚
さ
が
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
網
パ
ー
ラ
イ
ト
モ
ル
タ
ル
で
覆
っ
た
も
の

ハ
　
鉄
骨
（
断
面
積
（
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
面
積
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
を
加
熱
周
長
（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
長
さ
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）

で
除
し
た
数
値
が
六
・
七
以
上
の
Ｈ
形
鋼
並
び
に
鋼
材
の
厚
さ
が
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
角
形
鋼
管
及
び
円
形
鋼
管
に
限
る
。）
に
次
の
⑴
又
は
⑵
に
該

当
す
る
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
へ
）（
と
）

⑴
　
厚
さ
が
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
（
け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
（
か
さ
比
重
が
〇
・
三
五
以
上
の
も
の
に
限
る
。）
に
限
る
。）

（
へ
）

⑵

厚
さ
が
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
（
け
い
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
板
（
か
さ
比
重
が
〇
・
一
五
以
上
の
も
の
に
限
る
。）
に
限
る
。）

（
へ
）

三
　
令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
・
五
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方

法
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
ち
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
構
造
（
ち
）

ロ
　
木
材
又
は
鉄
材
に
防
火
被
覆
（
強
化
せ
っ
こ
う
ボ
ー
ド
を
三
枚
以
上
張
っ
た
も
の
で
、
そ
の
厚
さ
の
合
計
が
六
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限

る
。）
が
設
け
ら
れ
た
も
の
（
ち
）

四

令
第
百
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
一
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
の
も
の
に
限
る
。）
に
適
合
す
る
柱
の
構
造
方
法
は
、

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
ほ
）（
ち
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
構
造

ロ
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
（
ほ
）
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